
14億3,584万円

分担金及び負担金
14億770万円
（98.0％）

使用料及び
手数料
707万円
（0.5％）

繰越金
1,149万円
（0.8％）

諸収入
956万円
（0.7％）

14億1,970万円

消防費
10億1,982万円
（71.8％）

衛生費
1億6,698万円
（11.8％）

公債費
1億8,313万円
（12.9％）

議会費
48万円
（0.0%）

総務費
4,929万円
（3.5％）

大槌町
4億4,138万円
（31.4％）

釡石市
9億6,632万円
（68.6％）

【問い合わせ】釡石大槌地区行政事務組合 事務局 総務課　☎31-1336

平成30年度 行政事務組合の主な事業
■消防業務 （△はマイナス）

火災件数 前年度比較 救急件数 前年度比較
釡石消防署 ９ △３ 1,444 △88
大槌消防署 ３ ２ 821 △48
合　　　計 12 △１ 2,265 △136
■し尿処理事業 （△はマイナス）

搬入量（kl） 構成比率（％） 前年度比（％）
釡　石　市 １万5,194 55.5 △4.0
大　槌　町 1万2,186 44.5 5.0
合　　　計 2万7,380 100.0 △0.2

平成30年度釡石大槌地区行政事務組合会計

決算のあらまし

分担金及び負担金の内訳

※ 四捨五入の関係で合計額などが合わない場合があります

　釡石大槌地区行政事務組合は、釡石市と大槌町からの分担金な
どによって、共同で消防業務や、し尿処理事業を行っています。
11月１日に開催した同組合議会定例会で認定された平成30年度決
算の概要をお知らせします。
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　被災者生活再建支援金「基礎支
援金」の申請期間が終了します。
まだ手続きが済んでいない人は、
期限内に申請してください。
　基礎支援金とは、住宅の被害程
度に応じて支給する支援金です。
例：全壊世帯100万円（単身世帯
は75万円）
申請期限　令和２年４月10日㈮
問い合わせ　市地域福祉課（☎22-
0177）

東日本大震災に係る被災者生活再建
支援金の申請期間が終了します

交付時期　12月20日㈮から
対象　第３次配分金の追加配分金
の交付対象者（死亡、住家の全
壊・半壊）
※申請不要。ただし、受取人が亡
くなった場合や受取口座を変更し
た場合は、ご連絡ください
金額　①死亡または行方不明見舞
金：対象者１人当たり7,000円②
住家損壊等見舞金（全壊）：１世帯
当たり7,000円③住家損壊等見舞
金（半壊）：１世帯当たり5,000円
問い合わせ　市地域福祉課（☎
22-0177）

東日本大震災
災害義援金を追加交付します

　国などが利用しなくなった庁
舎・宿舎跡地などの国有財産を売
り払います。個人、法人を問わず
申し込みできます。
所在地　橋野町34-22-４
地目・面積　宅地　409.24㎡
用途地域　都市計画外
売却価格　237万円
受付期限　令和２年２月17日㈪
まで（先着順）
※詳しくはホームページをご覧に
なるか、お問い合わせください
問い合わせ　東北財務局盛岡財
務事務所管財課（☎019-625-
3354）

国有財産を先着順で
売り払いします

　国有林野の管理経営に国民の皆
さんの声を役立てるためモニター
を募集します。
依頼期間　令和２年４月１日㈬か
ら２年間
内容　アンケートへの回答、現地
見学会、国有林モニター会議への
出席など
募集人数　48人程度
応募期限　令和２年１月31日㈮
※応募資格、応募方法など詳しく
はホームページをご覧になるか、
お問い合わせください
問い合わせ　東北森林管理局企画
調整課（☎018-836-2228）

【募集】
令和２・３年度国有林モニター

　ラグビーワールドカップのレガ
シーを活用したスポーツ振興によ
るまちづくりを推進するため、ス
ポーツ推進係の執務室を移転しま
す。電話番号も変更になります。
移転後の業務開始日　令和２年１
月６日㈪
移転先　シープラザ釡石２階（鈴
子町22-１ ☎27-8420　FAX31-
1170）
問い合わせ　市生涯学習文化ス
ポーツ課（☎22-8835）

市生涯学習文化スポーツ課
スポーツ推進係の場所が変わります

　総務省の「きくみみ岩手」は、
生活支援情報を収集したガイド
ブックを希望者に無償で配布して
います。希望者はお気軽にお問い
合わせください。ホームページで
もご覧いただけます。
問い合わせ　きくみ
み岩手（総務省岩手
行政監視行政相談
センター　☎019-
622-3470）

台風第19号で被災された皆様へ
生活支援窓口案内を配布します

　「i-サポ」は、（公財）いきいき
岩手支援財団が、県や市町村など
と連携し運営しており、登録会員
の中から条件に合ったお相手探し
をサポートします。相談は事前予
約制です。
日時　12月21日㈯、令和２年１
月11日㈯、26日㈰いずれも12時
～15時
場所　釡石情報交流センター
対象　県内在住、在勤の20歳以上
の独身者
費用　登録料１万円（２年間有効）
予約・問い合わせ　“いきいき岩
手”結婚サポートセンターi-サポ宮
古（☎0193-65-7222）

“いきいき岩手”結婚サポートセンター
おでかけ「i-サポ」をご利用ください

日時　令和２年１月12日㈰９時
30分～11時30分
場所　釡石鵜住居復興スタジアム
周辺
対象　中学生以上
定員　先着15人
費用　無料
※野鳥の英語名、簡単な英会話も
勉強します
※双眼鏡持参、防寒着着用でお越
しください
申込方法　令和２年１月８日㈬ま
でに電話で申し込み
申し込み・問い合わせ　野鳥愛好家 
中村（☎090-1494-2445）

釡石鵜住居復興スタジアム周辺の
水鳥観察会を開催します

　冬休み・春休み期間に、市内小
中学生で組織する「かまいし絆会
議」のリーダーが、自主的な取り
組みとして防災行政無線で帰宅の
呼び掛けを行います。ご理解をお
願いします。
放送日時　冬休み・春休み期間中
の夕方
問い合わせ　市学校教育課（☎22-
8833）

防災行政無線で小中学生に
帰宅の呼び掛けを行います

【岩手県の最低賃金】
時間額　790円
発効日　10月４日㈮
【岩手県特定（産業別）最低賃金】
発効日　12月28日㈯
※業種ごとの最低賃金額など詳し
くはお問い合わせください
問い合わせ　岩手労働局労働基準
部賃金室（☎019-604-3008）

岩手県最低賃金が
改正されました
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移動図書館「しおかぜ」

令和２年１月巡回日程

問い合わせ　図書館（☎25-2233）

※交通事情により多少のずれが生じることがあります

８日㈬
あいぜんの里 10:45～ 11:15
上平田ニュータウン集会所前 11:25～ 11:55
大平下水処理センター駐車場 12:05～ 12:35
岩手トヨペット㈱釡石支店 13:30～ 13:50
釡石市福祉作業所 14:30～ 14:45

９日㈭
栗橋地区生活応援センター前 10:00～ 10:30
上栗林地区集会所前 10:45～ 11:15
釡石地区合同庁舎 12:00～ 12:30

10日㈮
浜町 篠原浩さん宅前 9:20～ 9:45
松原公園付近 10:00～ 10:20
平田地区生活応援センター 10:40～ 11:00
SMC㈱釡石 第1工場 12:15～ 12:45

11日㈯
青葉ビル 9:10～ 9:40
大只越 市営住宅付近 9:50～ 10:20
県営上平田アパート4号棟前 10:45～ 11:15
上平田 教職員アパート駐車場 11:20～ 11:50
上中島町 仮設団地談話室前 13:15～ 13:45
松倉新日鉄アパート前（3号棟付近）13:55～ 14:25

14日㈫
かまいしこども園 9:00～ 9:30
天神町 仮設団地 9:50～ 10:20
只越 復興住宅 1号棟前 10:30～ 11:00
平田 復興公営住宅前 11:20～ 11:50
県水産技術センター 12:00～ 12:30
旧尾崎小学校前 13:50～ 14:20

15日㈬
源太沢公園前 10:00～ 10:30
昭和園クラブハウス 10:45～ 11:15
働く婦人の家 11:30～ 12:00
中小川 カサ･デ･ファミリア前 13:20～ 13:50

17日㈮
鵜住居幼稚園 9:30～ 10:15
鵜住居小学校 10:15～ 10:30
鵜住居町 日向アパート前 10:40～ 11:10
栗林小学校前 12:40～ 13:30
栗林町 仮設団地前 13:35～ 14:00
砂子畑集会所前 14:15～ 14:40

22日㈬
桜木町仮設団地 9:20～ 9:40
鈴子町 ステーションホテル駐車場 10:00～ 10:30
釡石情報交流センター駐車場 10:45～ 11:05
大渡町 工藤駐車場（釡小入り口） 12:15～ 12:45
釡石小学校 13:00～ 13:30

24日㈮
唐丹公民館前 9:20～ 9:45
大平町 望洋ケ丘集会所前 10:05～ 10:30
平田駅前 10:50～ 11:20
岩手大学 釡石キャンパス 13:00～ 13:30

29日㈬
キクコーストア釡石松倉店前 9:10～ 9:40
唄貝 チビッコ広場前 10:05～ 10:35
大松地区コミュニティ消防センター前 10:45～ 11:05
洞泉 市営住宅前 11:15～ 11:45
洞関地区コミュニティ消防センター前 13:35～ 14:05

30日㈭
かまいしワーク･ステーション 9:45～ 10:15
五葉寮前 10:25～ 10:55
鵜住居 田郷地区（仮設A･B棟） 11:05～ 11:30
澤口製パン前 11:45～ 12:15
鵜住居公民館前 13:15～ 13:45

31日㈮
甲子町 第2仮設団地（大畑南） 9:10～ 9:35
大畑団地集会所前 9:50～ 10:15
甲子林業センター駐車場 10:30～ 11:00
甲子地区生活応援センター前 11:15～ 11:45

図書館　１月の休館日
１～４日、６日、13日、20日、
27日、31日（館内整理日）

問い合わせ　釡石大槌地区行政事務組合消防本部　☎22-1642
釡石消防署　☎22-2526

12月20日㈮～令和2年1月7日㈫
年末年始火災予防特別警戒

「 みんなの願い、火災のない　お正月 」
　年末年始は慌ただしさにおわれ、火に対してつい不注意になりが
ちです。一人一人が火の取り扱いに十分注意し、大切な生命と財産
を火災から守りましょう。
　また、石油ストーブを使用する際はカーテン、洗濯物などの燃え
やすい物に注意しましょう。

まちのお知らせまちのお知らせ InformationInformation

期日　令和２年１月５日㈰
内容　式典：10時～釡石市民
ホールTETTO、分列式：11時
20分～県道釡石港線（ホテルサ
ンルート釡石前）
※釡石市民ホール前からツルハド
ラッグ釡石店（只越町）前まで全
面通行止めとなります（11時～
12時）
※雨天時は式典のみ開催
問い合わせ　市消防課（☎22-2525）

令和２年
釡石市消防出初式

「あなたの安全家族の願い　年末
年始も無災害」
　年末年始は慌ただしさに加え、路
面凍結などにより労働災害のリスク
が高まる時季です。冬特有の労働災
害の防止に努めましょう。詳しくは
ホームページ（https://jsite.mhlw.
go.jp/iwate-roudoukyoku）を
ご覧ください。
問い合わせ　岩手労働局健康安全
課（☎019-604-3007）

令和２年１月31日㈮まで
いわて年末年始無災害運動

日時　１回目（構成・下絵作
成）：12月25日㈬９時30分～11
時30分、２回目（製本）：令和２
年１月８日㈬９時30分～12時
場所　図書館２階視聴覚室
募集人数　10人程度
※小学３年生以下は保護者の同伴
が必要です
費用　500円（材料費）
申し込み・問い合わせ　図書館（☎
25-2233）

【募集】
手づくり絵本教室参加者

　地区の住民、事業者、地権者の
皆さんの参加をお待ちしていま
す。（申し込み不要）
日時　12月23日㈪18時30分～
場所　平田集会所
内容　最新の土地利用計画や今後
の工事実施予定について
問い合わせ　市復興推進本部事務
局（☎27-8479）

平田地区復興まちづくり協議会・
地権者連絡会を開催します

釡石市の人口と世帯（11月）
男 15,707人（－ 12人）
女 17,344人（－ 25人）
合　計 33,051人（－ 37人）
世　帯 16,346世帯（－ 14世帯）

※（　）は前月比

各 種相談各 種相談
岩手弁護士会無料法律相談（要予約）
日時　12月25日㈬、１月８日㈬10
時～15時　
場所　市消費生活センター
定員　先着８人
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）

公証相談（要予約）
日時　１月９日㈭10時～12時
場所　市消費生活センター
定員　先着４人
申し込み　宮古公証役場（☎0193-
63-4431）

人権相談
日時　１月10日㈮13時～16時
場所　市消費生活センター
対応　人権擁護委員
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）
多重債務弁護士無料相談（要予約）
日時　１月14日㈫10時～15時
場所　市消費生活センター
定員　先着６人
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）

出張年金相談（要予約）
内容　１月16日㈭10時～15時30分
場所　青葉ビル
内容　社会保険相談（事業所含む）、
国民年金・厚生年金相談
申し込み　基礎年金番号が分かるも
のを用意し、宮古年金事務所（☎
0193-62-1963）で電話受け付け

交通事故相談（要予約）
内容　１月21日㈫13時～15時
場所　市消費生活センター
対応　県交通事故相談員
定員　先着３人
申し込み　市消費生活センター（☎
22-2701）

夜間納税相談
期日　12月24日㈫、25日㈬、26日㈭
時間　17時15分～19時15分
場所　市役所税務課
問い合わせ　市税務課（☎27-8417）

今月の
納　 税

【固定資産税３期】
【国民健康保険税６期】
納期限＝12月25日㈬

休日当番医・薬局・歯科医（１月）
休日 曜日 当番医・当番薬局 所在地 電話 番号

１ 水・祝
釡石のぞみ病院

大渡町
☎31-2300

はまゆり調剤薬局 ☎24-3671

２ 木
藤井小児科内科クリニック

大槌町
☎42-7788

菊屋薬局 ☎42-3526

３ 金
はまと神経内科クリニック

鵜住居町
☎29-1212

リリーフ薬局 ☎29-1555

５ 日
釡石しょうけいクリニック

甲子町
☎27-8571

アクト調剤薬局 ☎27-7001

12 日
堀耳鼻咽喉科眼科医院

只越町
☎22-1005

パルム薬局 ☎22-3353

13 月・祝
道又内科小児科医院

大槌町
☎42-2500

ひょっこり薬局 ☎27-5220

19 日
神林医院

甲子町
☎23-6635

中田薬局松倉店 ☎23-1230

26 日
小泉医院

中妻町
☎23-5157

ハロー薬局 ☎23-8455
休日 曜日 当番歯科医※ 診療時間９時～12時 所在地 電話 番号
５ 日 おおつちじょうない歯科医院 大槌町 ☎42-8418
12 日 おいかわ歯科医院 港町 ☎22-5800
19 日 遠刕歯科医院 中妻町 ☎23-5478
26 日 小松歯科医院 大槌町 ☎42-7702

　市は、東日本大震災で被災し、次の負担金が免除されている人の
免除期間を、令和２年12月31日㈭まで延長します。新しい免除証
明書・免除認定書を12月中に郵送します。
　①国民健康保険の医療費の一部負担金
　②後期高齢者医療制度の医療費の一部負担金
　③介護保険の利用者負担金
●免除の理由が、業務の休廃止・失職の人は
　現在の収入などにより免除に該当するかどうかの判定をします。
対象者には申請書を郵送していますので、各窓口で申請してくださ
い。
●免除の理由が、被災者再建支援法による「長期避難世帯」の人は
　令和２年４月10日㈮まで延長します。対象者には案内を郵送して
いますので、ご確認ください。
●免除の理由が次の人は、申請の必要はありません
　・家屋の全半壊、全半焼
　・生計維持者の死亡または重篤な傷病を負った場合
　・福島第一原子力発電所の事故による避難指示や計画的避難区域
※ 免除措置は市町村によって異なりますので、他市町村へ転出する
場合は転出先の市町村に免除措置の有無を確認してください

東日本大震災で被災した人の「医療費の一部負担金」
などの免除期間を延長します

問い合わせ
①国民健康保険の人：市市民課 国保年金係　☎27-8450（内線225）
②後期高齢者医療制度の人：市市民課 医療給付係　☎27-8450（内線232）
③介護保険の人：市高齢介護福祉課 高齢介護係　☎22-0178
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